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航 空 自 衛 隊 仕 様 書                      

仕様書の 
種  類 

内容による分類 装 備 品 等 仕 様 書                

性質による分類 個 別 仕 様 書                

物品番号  仕 様 書 番 号          

品  名 
 

又は 
 

件  名 
 

技術指令書翻訳作成 

補本ＬＰＳ－Ｋ７６０４０－４ 

大臣 
承認 

平成  年  月  日 

作成 平成２７年 １月 ９日 

改正 
平成２９年 ７月２７日 

令和 ８年 １月２３日 

作成部 
隊等名 

補 給 本 部        

1   総則 
1.1   適用範囲 
この仕様書は，航空自衛隊で使用する，米軍技術指令書，外国技術出版物等（以下， 
“原著作物”という。）の翻訳の作成について規定する。 

1.2   用語及び定義 
この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 1.2 によ 

るほか，次による。 
1.2.1   担当課長 
翻訳内容を審査する補給本部の部署の長 

なお，担当課長は，調達品目表により示す。 
1.2.2   中間生成物 
貸付文書（閲覧内容を含む。）に基づき作成した，納入品以外の仕掛品，廃材（反

故紙，版下等），不良品等 
1.2.3   可搬記憶媒体 
パソコン又はその周辺機器に挿入又は接続して情報を保存することができる媒体又

は機器のうち，可搬型のもの（外付けハードディスクを含む。） 
1.2.4   著作権 
著作者法に規定する著作者人格権及び著作権（財産権） 

1.3   引用文書等 
a) 引用文書  

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この

仕様書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とす
る。 
なお，引用文書に定める内容がこの仕様書に定める内容と相違する場合には，法
令等を除き，この仕様書に定める内容が優先する。 

1) 仕様書 
Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７  調達品等一般共通仕様書 
補本ＬＰＳ－Ｋ７６０３５  技術指令書草案作成共通仕様書 

2) 法令等 

著作権法（昭和４５年法律第４８号） 

送り仮名の付け方（昭和４８年内閣告示第２号） 
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法令における漢字使用等について（通知）（内閣法制局総総第２０８号２２．

１１．３０） 

現代仮名遣い（昭和６１年内閣告示第１号） 

常用漢字表（平成２２年内閣告示第２号） 

3) その他 

草案作成用語一覧（計（整）伺第１号令和８年１月１９日） 

b) 関連文書 

ＪＩＳ Ｘ ６２８１  １２０ｍｍ再生専用形光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ） 

ＪＩＳ Ｐ ０１３８  紙加工仕上寸法 

2   製品に関する要求 

2.1   一般 

この翻訳の作成は，原著作物により作成する。 

2.2   表現方法 

原著作物の目的に適するよう翻訳するとともに，文章は，簡潔平明に記述し，特に

数値は，誤りがないようにしなければならない。 

2.3   項目番号 

項目番号は，原著作物に記載されている番号を使用するものとし，項目番号の順序

は，原著作物に従う｡ 

2.4   作成範囲 

作成範囲は，調達品目表により示す。 

2.5   作成部数等 

作成部数等は，次による。 

a)  作成部数は，表１のとおりとし，作成区分は，調達品目表により示す。 

表１－翻訳作成部数 

 

作成区分 写し(片面印刷) 電子媒体 

Ⅰ － １枚 

Ⅱ １部 １枚 

b) 電子データは，ＷＯＲＤ等の編集可能なソフトウェアにより作成し，ファイル形

式を，ＨＴＭＬ，ＰＤＦ，ＳＧＭＬ，ＸＭＬ等に変換して，電子媒体に記録する。 

なお，ファイル形式の種類は，担当課長と調整する。 

c) 電子媒体の種類は，調達品目表により示す。また，ラベルにＴＯ番号及び標題を

表示する。 

2.6   用語等 

a) 文体の表現は，“である”体を基調とする口語体を用いる。 

b) 漢字は，常用漢字表による。 

c) 仮名遣いは，現代仮名遣いによる。 

d) 送り仮名は，送り仮名の付け方及び法令における漢字使用等についてによる。 

2.6.1   度量衡単位等の書き方  

度量衡単位等の書き方は，補本ＬＰＳ－Ｋ７６０３５の 2.4.2 による。 
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2.6.2   技術用語の基準 

 技術用語は，草案作成用語一覧，学会等で公認されている用語を使用する。ただし，

草案作成用語一覧と学会等で公認されている用語に相違がある場合は，草案作成用語

一覧が優先する。 

2.6.3   技術用語の統一 

原語が同一又は同一内容を示す技術用語は，全文を通じて統一した記述とする。 

2.6.4   技術用語の確認 

契約の相手方は，翻訳作業中において，草案作成用語一覧等にない新しい技術用語

が出てきた場合は，担当課長に翻訳用語の確認を受ける。 

2.7   図・写真・表等 

図，写真，表等の複製要領は，電子コピーとする。位置は，本文の関係箇所の近く

とし，注記部分は，翻訳する。 

2.8   規格等 

2.8.1   形式 

大きさは，Ａ４サイズとする。作成形式は，表２を基準とし，形式区分は，調達品

目表により示す。 

表２－翻訳作成形式 

形式区分 形   式 文 字 数 

Ａ４横 

 
英字（原文）と和訳の対比形とす

る。 

英字：５５文字（１０Ｐ半角） 

和字：３２文字（１０Ｐ全角） 

文書スタイル 

字数６５字～７７字，行数３７行～５０行とする。 

余白は，上21 ㎜，下11 ㎜，左18 ㎜，右6 ㎜とする。 

頁を付し，頁位置は，下中央部とする。 

Ａ４縦 

 
和訳のみ記載する。 和字：５０文字（１０Ｐ全角） 

文書スタイル 

字数５０字，行数５５行～６５行とする。 

余白は，上21 ㎜，下11 ㎜，左18 ㎜，右6 ㎜とする。 

頁を付し，頁位置は，下中央部とする。 

なお，原著作物に項目番号等の表示がない場合は，著作物（成

果物）の下端左に一連番号を下端右に原著作物の頁番号を記載す

る。 

2.8.2   使用文字の種類 

使用文字の種類は，特に指定がない限りＭＳ明朝体とする。 

なお，使用文字の種類を指定する場合は，調達品目表で示す。 

2.9   翻訳者の記名 

著作物（成果物）の最終頁に白紙を１枚添付し，その裏面の右下端に翻訳者の氏名 

及び所属する会社名を記入する。 
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3 監督・検査 

監督及び検査は，契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4   出荷条件 

4.1   包装 

包装は，商慣習による。 

4.2   包装の表示 

著作物（成果物）が複数ある場合は，各々識別可能な状態とし，契約番号，品名及

び会社名を表示する。 

5   その他の指示 

5.1   提出書類 

5.1.1   実施計画書 

契約の相手方は，契約締結後，速やかに担当課長と調整の上，翻訳作業の実施計画

書（任意様式）を作成し，担当課長の確認を受けた後，担当課長に１部提出する。 

5.1.2   審査結果報告書 

契約の相手方は，実施計画書に基づき，翻訳の内容について担当課長の審査を受け，

審査結果報告書（任意様式）を分任支出負担行為担当官に１部提出する。 

5.2   貸付文書 

貸付文書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.2.2 b)及び調達品目表により，担当

課長と調整の上，無償で貸付けを受ける又は閲覧することが可能である。 

5.3   貸付文書等及び電子データの管理要領 

契約の相手方は，貸付文書，納入品及び中間生成物（以下，“貸付文書等”とい

う。）並びに貸付文書及び中間生成物から得られる電子情報（以下，“電子データ”

という。）について，適切に管理するものとし，そのための管理体制を維持しなけれ

ばならない。また，貸付文書等及び電子データは，当該契約履行のためだけに使用す

るものとし，契約履行後も含めて，貸付文書等及び電子データを第三者に開示，漏え

い，その他の目的に利用してはならない。 

なお，契約の相手方は，貸付けを受ける前に，表３を補給本部計画部整備課長の確

認を得た後，分任支出負担行為担当官へ提出するものとし，細部は，次による。 

a) 契約履行に伴う施錠可能な作業場所を指定し，盗難を防止するとともに，作業場

所に私有可搬記憶媒体，携帯電話，スマートフォン，デジタルカメラ等を持ち込

まないものとし，また，電子データを保存した可搬記憶媒体を作業場所以外へ持

ち出さない。 

b) 貸付文書等及び電子データを保存した可搬記憶媒体を保管する場合は，鍵のかか

る保管庫等で管理し，盗難及び部外への流出を防止する。 

c) 電子データを取り扱うに当たり，ソフトウェアの自動バックアップ機能をオフに

した状態とし，ウィルス対策ソフトウェアにより保護するとともに，端末をスタ

ンドアローン（他のパソコン等とネットワーク等により接続されていない状態）

にして作業する。また，可搬記憶媒体については，作業実施前にウィルスチェッ

クを実施するとともに，電子データについては，パソコン本体ではなく，可搬記

憶媒体に保存するものとし，情報に対する不正アクセス又は情報の紛失，破壊，

改ざん，流出等を防止する。 

なお，電子メールによる送信は，行ってはならない。 

d) 作成中に発生する中間生成物（仕掛品を除く。）は，溶解，細断，焼却等により 



5 

品  名 技術指令書翻訳作成 

復元不可能な状態にし，また，電子データは，データ消去ソフトウェア等による 

消去，細断又は破壊により確実に復元不可能な状態にするものとし，部外への流

出等を防止する。 

e) 契約の相手方は，5.3 について，作業従事者に対し，作業従事前に周知させなけ

ればならない。 

5.4   事故発生時の報告 

契約の相手方は，電子データ，貸付文書等の紛失，破壊，改ざん，漏えい等が発生

又はそれらの疑い若しくはおそれがある場合は，速やかにその詳細を分任支出負担行

為担当官に報告しなければならない。 

5.5   翻訳者の条件 

翻訳作成に当たり，翻訳者は，原著作物を翻訳できる能力を有する者でなければな

らない。また，次に示す条件を持つ翻訳者によって翻訳されなければならない場合は，

該当する細別箇条及び原著作物の該当装備品等を調達品目表により示す。 

a) 原著作物の該当装備品等又は同等品について，製造又は修理を行う会社の専門技

術を有する者 

b) 原著作物の該当装備品等又は同等品について，整備又は取扱いの知識経験を有す

る者 

c) 原著作物の該当装備品等又は同等品について，工学的又は技術的な知識を有する

者 

5.6   著作権 

著作権は，次による。 

a) 契約の相手方は，この契約を履行するに当たり，第三者が有する著作権を侵害し

てはならない。また，契約の相手方は，この契約において作成した著作物（成果

物）が第三者の著作権等を侵害しているとして，第三者が官側に対して差止請求，

損害賠償請求等の請求，主張を行った場合は，契約の相手方が当該第三者との交

渉，訴訟等の対応を行うとともに，対応に要した全ての費用を負担する。 

b) 契約の相手方は，この契約において納入した著作物（成果物）について，官側が

自ら利用するために必要な範囲で，複製，翻案及び貸与することを許諾する。 

c) 契約の相手方は，この契約において納入した著作物（成果物）について，著作者

人格権を行使しない。 
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表３－管理要領確認書の様式 

 

. 

　 　 　　令和　　年　　月　　日

分任支出負担行為担当官　殿

会社名

代表者　　　　　　　　　　

１

２

３

４

Ｕ Ｓ Ｂ：完全フォーマット

ＣＤＲＷ：破壊

５

　周知実施日：

　対象者氏名：

品 名

確認日 確　認　者 補給本部計画部整備課長

統 制 番 号

          (2) 電子データ

外付ハードディスク： データ消去ソフトウェア(Kesenderハードディスク消去機
器，ターミネータ10plusデータ完全抹消,DiskRefresher
等)による初期化

　下記契約による「貸付文書等及び電子データの管理要領」について，作業従事者に対し，周知
したことを完了しました。

　下記契約による「貸付文書等及び電子データの管理要領」について，上記１～５項目を確認し，
貸付文書等及び電子データは，契約履行のみに使用するとともに，契約履行中及び契約履行後も，
第三者に開示，漏えい及びその他の目的に利用しないこと，また，管理態勢を維持することを確約
し本確認書を提出します。

契 約 番 号
契 約 金 額

契 約 年 月 日

　記載例  (1) 紙媒体:シュレッダーによる細断

　貸付文書等の盗難及び電子データの流出を防止するため，貸付文書等及び電子データ等を保存
した可搬記憶媒体を保管するための，鍵のかかる保管庫等の準備を完了しました。

　情報に対する不正アクセス又は情報の紛失，破壊，改ざん，流出等を防止するため，電子デー
タを取り扱う場合に必要な，ウィルス対策ソフトウェアの保護，端末のスタンドアローン及びソ
フトウェアの自動バックアップ機能をオフにした上で作業する準備を完了しました。
　なお，ウィルス定義ファイルは，１週間に１度更新します。

・オペレーティングシステム（以下「ＯＳ」という。）名

　記載例　ＯＳ製品名: Windows 11等(契約年度現在)のメーカーによるサポート期間内のもの。

・ウィルス対策ソフトウェアの商品名及びインストール日

　記載例　商品名: ウィルスバスター等のメーカーによるサポート期間内のもの。

　部外への貸付文書等の漏えい及び電子データの流出を防止するため，作成中に発生する廃材
（反故紙,版下等)，不良品等は，溶解，細断，焼却等により復元不可能な状態にし，また電子
データは，データ消去ソフトウェア等による消去，細断又は破壊により確実に復元不可能な状態
にし，処分する準備を完了しました。処分は，契約履行後速やかにかつ確実に実施します。
　

　・媒体別による処分方法（具体的に記載すること。）

　        インストール日：Ｒ７．４．１

          (2) 私有可搬記憶媒体集約容器を指定作業場所入口に設置

管　理　要　領　確　認　書

　貸付文書等の盗難及び電子データの流出を防止するため，施錠可能な作業場所を指定し，ま
た，作業場所に私有可搬記憶媒体，携帯電話，スマートフォン，デジタルカメラ等を持ち込むこ
と及び電子データを保存した可搬記憶媒体を作業場所以外へ持ち出すことを禁止する処置を完了
しました。

・作業場所への私有可搬記憶媒体の持込禁止及び電子データの作業場所以外への持出禁止処置
（具体的に記載すること。）
　記載例  (1) 「私有可搬記憶媒体の持込禁止及び電子データの作業場所以外への持出禁止」の

張紙を指定作業場所入口に貼付


